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登録政治資金監査人の登録を受けようとするときの登録申請書 
の添付書類等の取扱いの見直しについて（案） 

 

１． 概要 

日本の国籍を有しない者について適用除外している現行の住民基本台帳法の改正により、外国人

住民についても住民票が作成されることとなった（平成２４年７月９日施行予定）ことから、登録

政治資金監査人の登録を受けようとする者が外国人であるときの登録申請書の添付書類等の取扱い

について、次のとおり見直すこととする。 

 

○登録政治資金監査人の登録を受けようとするときの提出書類 

提出書類 外国人 日本人 

見直し後（案） 現行の取扱い 

・登録申請書 ○ ○ ○ 

 

添 

付 

書

類 

・申請者の写真 ○ ○ ○ 

・戸籍抄本 × × ○ 

・住民票の写し ○ × ○ 

・懲戒等を受けていない宣誓書（※） ○ ○ ○ 

・政治資金適正化委員会が必要があ

ると認めたもの 

× 外国人登録法の規定

による外国人の登録

を証する書面 

× 

（※）政治資金規正法第１９条の１８第２項各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書 

 

○政治資金適正化委員会決定見直し案 

見直し後（案） 現行の取扱い 

登録政治資金監査人の登録を受けようとする

ときの登録申請書の添付書類等の取扱いについ

て 
                      

平成２４年５月１７日 
政治資金適正化委員会決定 

 
１．政治資金規正法第１９条の１８第１項の規

定により登録政治資金監査人の登録を受けよ

うとする者が外国人であるときは、同法第１

９条の２０第１項の登録申請書には、政治資

金規正法施行規則第１４条の５第１項第２号

に掲げる戸籍抄本の添付は要しないものとす

る。 
 
２．「政治資金規正法施行規則第１４条の５第１

項第５号の「政治資金適正化委員会が必要が

あると認めたもの」の決定について」（平成２

０年９月１１日政治資金適正化委員会決定）

は廃止する。 
 
   附 則 
 この取扱いは、平成２４年７月９日から適用

する。 

政治資金規正法施行規則第１４条の５第１項

第５号の「政治資金適正化委員会が必要がある

と認めたもの」の決定について        

                      

平成２０年９月１１日 
政治資金適正化委員会決定 

 
 政治資金規正法施行規則第１４条の５第１項

第５号の「政治資金適正化委員会が必要がある

と認めたもの」について、政治資金規正法第１

９条の１８第１項の規定により登録政治資金監

査人の登録を受けようとする者が外国人である

ときは、同項第２号及び第３号の規定にかかわ

らず、外国人登録法の規定による外国人の登録

を証する書面とする。  

委員限り 

資 料 Ｄ 
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＜関連法令＞ 

●政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）（抄） 

 （登録） 

第１９条の１８ 次の各号のいずれかに該当する者は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月

日、住所その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。 

  一 弁護士 

 二 公認会計士 

 三 税理士 

２（略） 

 

  （登録の手続） 

第１９条の２０ 第１９条の１８第１項の登録を受けようとする者（以下この条において「申請者」

という。）は、同項に規定する事項を記載した登録申請書を、同項各号のいずれかに該当する者で

あることを証する書面を添えて、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。  

２及び３（略） 

 

●政治資金規正法施行規則（昭和５０年自治省令第１７号）（抄） 

  （登録の申請） 

第１４条の５ 法第１９条の２０第１項の登録申請書（次項において「登録申請書」という。）には、

次に掲げる書類等（官公署が証明する書類等の場合には、申請の日前３月以内に作成されたものに

限る。）を添付しなければならない。 

    一 申請者の写真（撮影後３月以内のものに限る。） 

  二 戸籍抄本 

  三 住民票の写し 

  四 法第１９条の１８第２項各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書 

  五 前各号に掲げる書類等のほか政治資金適正化委員会が必要があると認めたもの 

２（略） 

 

●外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）（抄） 

第４条 市町村の長は、前条第１項の申請があつたときは、当該申請に係る外国人について次に掲

げる事項を外国人登録原票（以下「登録原票」という。）に登録し、これを市町村の事務所に備え

なければならない。（以下略） 

２（略） 

 

  （登録原票の開示等） 

第４条の３ （略） 

２ 外国人は、市町村の長に対し、当該外国人に係る登録原票の写し又は登録原票に登録した事項

に関する証明書（以下「登録原票記載事項証明書」という。）の交付を請求することができる。 

３～６（略） 

 

※ 改正入管法等の施行をもって、外国人登録法は「廃止」。 

現行の外国人登録制度を廃止し、法務大臣が適法に在留する外国人に対して空港等で在留カードを発

行する「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入

国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が第 171 回国会で成立。平成 21 年 7 月 15 日公布。

平成 24 年 7 月 9 日施行予定。  
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●住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）（抄） 

 

（適用除外） 

第３９条 この法律は、日本の国籍を有しない者その他政令で定める者については、適用しない。 

 

 

 

 （適用除外） 

第３９条 この法律は、日本の国籍を有しない者のうち第３０条の４５の表の上欄に掲げる者以外

のものその他政令で定める者については、適用しない。  

 

 

   ※ 第３０条の４５の表の上欄に掲げる者 

    ・中長期在留者 

      ・特別永住者 

    ・一時庇護許可者又は仮滞在許可者 

    ・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 

 

改正 


